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満
洲
金
石
志
上、
奴
児
干
永
寧
寺
碑
記
二
面
の
存
在
は
飴
り
に
も
有
名
で
あ
るρ
此
の
碑
記
の
全－
文
は
吉
林
通
志、
内
藤
博
士
の
譲
史
叢

録、
羅
昭
一傾
目的
の
満
洲
金
石
志（
地）、
園
田一
亀
氏
の
苦
心
に
成
る
満
洲
金
調
志
稿（
一一一一）
等
に
見
ゆ
る
が、
そ
の
う
ち
綴
字
最
少
の
も
の
は

満
洲
金
石
志
稿
で
わ
り、
次
で
減
測
金
石
志
で

ちしいo
碑
は
二
基
あ
っ
て、
一
一は
永
柴
十一
年
九
月
の
日
附
の
碑
記
を
刻
し
た
勅
修
奴
児
干
永

寧

寺碑（
凶
弾）
で
あ
り
＼
他
は
宣
徳
八
年
季
春
朔
の
日
附
の
碑
記
を
刻
し
た
重
建
永
寧
寺
碑（
比
一昨）
で
あ
るo
此
の
ご
碑
記
が
明
初
の
奥
浦
洲

巴
経円
略
に
就
て
の
最
貴
重
の
史
料
で
あ
る
事
は
云
ふ
迄
も
な
い
が、
ニ
碑
記
を一戸関
す
れ
ば
此
の
奴
見
干
招
撫
忙
活
躍
し
た
亦
失
格
な
る
人
物
が

犬
き
く
浮
か
び
上
っ
て
来
る。
A
碑
記
に
擦
れ
ば

f

：・・：
永
繋
九
年
春。
特
建
内
官
亦
失
格
等。
率
官
軍一
千
絵
人
豆
賠
二
十
五
眼。
復
蓋
其
図。
開
設
奴
児
干
都
司。
：：：
十
年
多。
天
子

口
命
中
官
亦
失
体ロ
等。
載
至
共
闘。
口
海
西
抵
奴
児
干
及
海
外
苦
夷
諸
民。
賜
男
婦
以
衣
服
器
用。
給
以
穀
米o
宴
以
酒
食
0

・
・

とo
即
ち
奴
児
干
都
司
の
現
地
開
設
を
司
っ
た
の
も
亦
失
略
で
あ
り、
永
繋
九
年
春
出
議
し
て
松
花
江
黒
龍
江
を
下
っ
て
奴
児
干
に
遅
り、
都

需
を
開
設
し
土
人
を
招
撫
し
て
同
十
年
蹄
朝
し、
次
い
で
永
業
十
年
bhJ

再
び
命
を
受
け
松
花
江
の
解
氷
を
待
ち
て
十一
年
春
夏
の
交
に
吉
林
を

穫
し、
松
花
江
沿
岸
の
海
西
女
直
を
招
撫
し
つ
ミ
同
年
夏
頃
彼
の
地
に
至
り、
奴
児
干
か
ら
樺
太
の
ア
イ
ヌ
等
ま
で
招
撫
じ、
そ
の
地
方
の
土

人

句信

仰問
中
心
且
つ
明
朝
権
威
の
象
徴
と
し
て
永
寧
寺
を
建
立
し、
恐
ら
く
は
翌
十
二
年
に
蹄
っ
て
ゐ
る
事
が
知
ら
れ
るo
A
碑
記
の
日
附

の
衣
に
列
翠
さ
れ
た
人
名
中
第一
に
刻
さ
れ
て
ゐ
た
関
字
の
「
欽
差
口
口
口
口
口
口
」
に
亦
失
恰
の
名
の
あ
っ
た
事
は
疑
問
の
飴
地
は
な
い。

一

九

太
監
亦
失
喰
に
就
て
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大

壁

亦

央

恰

に

就

て
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次
に
B
碑
記
に
擦
れ
ば

：
：：
永
禦
中。
上
命
内
官
亦
失
格
等

0〉
口
銃
駕
大
航
五
至
其
園。
撫
議
口
安o
設
奴
児
干
都
司。
：：：
宣
徳
初。
復
建
太
監

亦失
格。
部

ー
衆
再
至。
以
口
念
事
天
予
興
天
向
勝O
i－－－
悌
寺
犬
舎
而
還。
七
年o
上
命
太
監
亦
失
格
同
都
指
揮
康
政。
率
官
軍
二
千
豆
紅
五
十。
再

至O
i－－－

と
あ
り、
宣
徳
八
年
永
楽
寺
が
再
建
さ
れ
て
ゐ
る

OR

是
に
よ
っ
て
み
る
と
亦
失
格
は、
武

…禁
中
五
回
奉
使
奴
児
干
行
を
命
ぜ
ら
れ、
更
に
宣
徳
初

と
同
七
年
と
二
回
計
七
回
も
奴
鬼
干
に
使
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る。
此
の
亦
失
格
の
奉
使
行
の
回
数
に
就
て
は
羅
幅
願
氏
は
永
梁
間
五
回、
洪
照

註
2

宣
徳
間
五
回
計
十
回
と
さ
れ
る
が
宣
宗
貫
録
と
B
碑
記
と
を
精
査
す
れ
ば
宣
徳
間
二
回
が
E
し
い
と
思
は
れ
る。
此
ぬ
事
に
就
て
は
別
の
機
曾

に
譲
る
が、
と
に
角
前
後
七
回
庇
及
ん
で
遠
く
黒
龍
江
下
流
奴
児
干
に
使
し
て
明
の
圏
威
を
宣
揚
し、
東
北
浦
測
の
女
直
野
人
を
招
撫
し
彼
等

の
朝
貢
藤
康
を
促
し
た
功
蹟
は
彼
の
南
海
事
使
の
鄭
和
に
比
し
て
遜
色
な
き
も
の
と
思
は
れ
る。
然
る
に
明
史
官
官
惇
に
は
専
偉
な
く、ー
僅
か

に
曹
吉
群
俸
に
兇
絞
宜
官
の
一
人
と
し
て
附
載
さ
れ、
従
っ
て
そ
れ
は
彼
の
奉
使
奴
児
干
に
す
ら
言
及
せ
歩、
た
だ
亦
失
MP口

が
遼
東
に
鎮
守
し

て
ゐ
た
時
の
一
事
件
を
越
ぺ
る
に
過
ぎ
ぬ。
叉
遼
東
志
も
そ
の
停
を
載
せ
宇
た
だ
官
師
志
分
守
内
臣
の
僚
の
第一
陀
亦
什
日常
と
云
ふ
名
を
記
L

勢

て
ゐ
る
の
み
で
あ
る。
こ
の
亦
什
MP口

は
亦
失
格
で
あ
る
が、
同
書
建
置
志
分
守
太
監
府
の
僚
に
は
「；・・：
分
守
監
臣
始
干
E
統
二
年。
改
楊
宣

以
充
任。」
と
あ
り、
第一
代
を
楊
宣
と
し
て
ゐ
る。
し
か
る
に
亦
失
格
を
第一
に
皐
げ
る
官
師
志
・
八万
守
内
医
の
僚
に
は
楊
宣
の
名
は
な
い
。

か
く
遼
東
志
め
記
載
そ
の
も
の
が
矛
盾
し
て
ゐ
る
が、
亦
失
略
が
何
時
の
頃
か
遼
東
鎮
守一一一
太
監
ハ
鎮
守
・
分
守
・
監
槍〉
の
一
に
任
ぜ
ら
れ

て
ゐ
た
事
は
曹古口
一時
停
と
考
へ
合
せ
て
疑
ひ
な
い。
併
し
以
上
の
小
偉
に
よ
っ
て
は
明
の
満
洲
経
路
に
最
も
活
躍
し、
永
寧
寺
碑
記
に
豆
名
を

と
HA

め
た
亦
失
格
と一式
ふ
人
物
D
E
障
は
明
瞭
に
は
な
ら
な
い。

明
良
の
職
官
志
・一二
・
官
官
の
僚
に
蟻
れ
ば
太
組
は
宣
官
を
抑
へ
て
政
治
に
干
興
せ
し
め
泣
か
っ
た
が、
し
か
も
洪
武
二
十
五
年
に
官
官
義

t
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a
• 

、慶
童
ーを
河
州
茶
馬
市
に
一汲
澄
し
て
教
諭
せ
し
む
る
所
が
あ
っ
た。
是
が
「
中
官
奉
使
行
事」
の
始
で
あ
る
と
云
ふ。
成
阻
D
纂
奪
は
南
京
O
官

官
の
裏
切
に
負
ふ
所
が
あ
り、
と
れ
よ
り
従
来
の
官
官
抑
制
が
一次
第
に
弛
ん
で
来
る。
永
蝋ポ
凶市
事
使
外
圏、
監
軍
巡
腕、
各
省
錫
守、
出
征、

管
飼
い
坐
替
等
に
官
官
が
選
ば
れ、
明
代
官
官
の
専
悉
を
招
く
端
初
を
創
る
の
で
あ
る
が、
司布、
れ
は
暫
く
措
き、
こ
れ
犯
よ
っ
て
永
寧
寺
碑
記

を
解
す
れ
ば
亦
失
格
も
亦
奉
使
中
官
と
し
て
成
甑
に
よ
り
奴
児
干
に
波
遣
さ
れ
た
官
官
で
あ
るo

永
織晴
元
年
の
邪
極
の
奴
児
干
減
遣
に
亦
失
格
が
同
行
し
た
か
否
か
は
明
か
で
な
い
が、
永
融市
九
年、
十一
年
と
轡
げ
て
奴
見
干
を
招
撫
し、

陸
3

更
に
永
梁
十
八
・
九
年
頃
に
も
奴
児
干
に
至
っ
た
も
の
と
思
は
れ
るo
何
と
－な
れ
ば
吉
林
劉
清
摩
崖
文
と
し
て
有
名
な
明
の
造
船
練
兵
官
劉
涜

が
「
領
軍
至
此」
ι

記
し
た
洪
照
元
年
と
宜
徳
七
年
と
に
は
そ
の
直
後
奴
児
干
招
撫
軍
の
後
遺
が
行
は
れ
た
の
で
あ
る
か
ら、
「
永
融市
十
八
年

領
軍
歪
此」
っ
た
時
も
招
撫
軍
の
護
遣
が
あ
っ
た
に
蓬
ひ
な
く、
若
し
dc
っ
た
と
す
れ
ば
前
後
の
例
が
皆
さ
う
で
あ
る
か
ち
奉
使
し
た
の
は
亦，

失
培
で
あ
っ
た
と
見
て
設
り
な
い。
永
禁
中
の
亦
失
格
の
奉
使
行
で
明
か
な
の
は
と
の
＝一
同一
で
あ
る
炉、
賓
際
は
B
碑
記
に
云
ふ
遇
り
五
回
に

及
ん
だ
で
あ
ら
う。
そ
の
後
は
宣
徳一
克
年
春
に
奴
児
干
に
使
し、
二
年
八
月
頃
蹄
還、
，次
い
で
三
年
春
奴
児
干
都
司
再
建
の
篤
出
使
を
命
ぜ
ら

必SSF

れ、
松
花
江
岸
吉
林
地
方
で
浩
船
運
糧
の
準
備
ピ
行
つ
・慌
が
意
外
に
暇
E
り
且
つ
費
用
も
互
額
に
上
っ
た
の
で
中
止
と
な
り
京
師
に
召
還
さ
れ

た
O＼
併
し
都
司
銀
印、
経
歴
司
銅
印
ま
で
再
鋳
遣
し
て
の
奴
児
干
都
司
再
建
の
明
朝
の
意
欲
は
宣
徳
六
年
に
至
り
資
現
の
機
を
得、
奴
児
干
都

司
の
都
指
揮
使
一段
旺、
都
指
揮
同
知
一修
巷
刺
仏口
の

代り
に
新
鋭
の
康
庄
の
子
一康
曜、
修
苔
刺
川内口
の

姪修
勝
が
都
指
揮
同
知、
郡
一指
噌
余
事
に
任

一
方
造
船
穂
兵
劉
清
は
摩
崖
文
の
末
行
に
記
す
如
く
「
宣
徳
七
年
領
軍
歪
此（
吉
林
と
っ
て
遠
征
の
準
備
を
整
へ
、
亦
失
格
は
遼
東

F

命
さ
れ、

都
指
揮
康
政
と
共
に
官
軍
二
千
を
乗
せ
た
豆
般
五
十
隻
を
率
ゐ、
松
花
江
の
解
氷
を
待
っ
て
宣
徳
七
年
三
・
四
月
頃
吉
林
を
裂
し
て
奴
児
干
に

向
。

弘
ず
林
よ
り
特
林
ま
で
順
流
約
四
千
五
百
支
里、
恐
ら
く
月
蝕
を
費
し
て
彼
の
地
に
至
り、
奴
児
干
都
司
を
再
建
し、
永
寧
寺
を
重
建

LI
平
を
越
し
て
翌
八
年
の
解
氷
期
に
蹄
還
の
途
托
着
き、
七
－
八
月
頃
師
朝
し
た
の
で
あ
るo
是
が
亦

失惜
の
そ
し
て
明
の
奴
児
干
招
撫
行

の
最
後
で
あ
っ
た。
奴
児
干
都
司
維
持
の
工
作
は
そ
の
後
暫
ら
く
は
績
け
ら
れ
て
ゐ
た
が。
最
後
の
奴
児
干
奉
使
を
終
へ
た
赤
失
昨
叫
次
に
は

ホー
聾
亦
失
喰
に
就
℃



太
監
亦
失
恰
に
就
て

一

一

一

一

』
遼
東
鎮
守
大
監
と
し
て
遼
東

に姿
を
現
は
す。
英
宗
貫
録
宣
徳
十
年
十
月
ハ
乙
卯〉
の
僚
に

鎮
守
遼
東
太

監亦
失
休日
等
奏。
近
者
柔
顔
三
衛
縦
共一
部
落。
教
京市
擾
透。
乞
皐
兵
征
勅
0

・

主
見
え、
績
い
て
正
統
六
年
九
月
〈
甲
寅
及
丙
辰〉、
十
二
毎
九
用
ハ
丙
午〉、
十
四
年
九
月
ハ
乙
酉
て
同
年
十
二
月
ハ
壬
子）
等
に
鎮
守
遼

東
太
監
亦
失
格
又
は
鎮
守
太
監
亦
失
格
の
名
が
見
え
る。
其
他
に
も
遼
東
鎮
守
太
監
と
明
記
し
な
い
が
そ
の
地
位
に
在
っ
た
と
せ
ね
ば
な
ら
ぬ

亦失
略
の
名
が
こ
の
期
間
に
数
箇
所
出
て
来
る。

遼
東
鎮
守
太
監
は
遼
東
志
に
撮
れ
ば
永
地帯
中
に
創
り
そ
の
第一
代
は
王
彦、
第
二
代
は
院
尭
民、
第
三
代
は
宋
文
毅
で
亦
失
格
臥
名
は
見
え

な
い。
監
槍
太
監
は
宣
徳
三
年
に、
関
原
分
守
太
監
は
正
統
二
年
に
置
か
れ
た。
と
の
分
守
内
医
の
第一
代
に
亦
什骨
格
を
翠
げ
て
ゐ
る
遼
来
志

に
矛
盾
の
あ
る
事
は
先
述
。
如
く
で
あ
る。
所
柄」
右
陀
引
い
た
貫
録
で
は
亦
失
格
は
玩
に
宣
徳
十
年
十
月
に
遼
東
鎮
守
太
監
と
稀
さ
れ
て
ゐ

る。
震
に
亦
失
恰
は
王
彦＼・
院
尭
民
の
後
を
承
け
て
鎮
守
太
監
に
任
ぜ
ら
れ
た
の
で
あ
る。
遼
東
志
・
分
守
内
官
第一
代
亦
夫
日常
の
名
は
正
に

鎮
守
内
毘
第
三
代
若
く
は
第
二
代
に
置
か
る
べ
き
も
の
で
あ
るo
こ
の
前
年
宣
徳
九
年
三
月
に
女
直
出
身
の
太
監
と
し
て
永
業
以
降
三
十
飴
年

遼
東
鎮
叩寸
の
重
命
を
櫓
っ
た
玉
彦
は
京
師
に
召
還
さ
れ
明

J史
に
遼
東士
山に
擦
っ
て
そ
の
後
を
襲
っ
た
と
さ
れ
る
院議対
民（

間管）
は
宣
徳
十
年

位
6

四
月
に
罪
に
問
は
れ
下
獄
さ
れ
て
ゐ
る
の
で
あ
る。
そ
の
間
の
事
情
を
述
べ
る
と、
奴
児
干
都
司
再
建
以
来
物
資
補
給
等
の
事
が
松
花
江
畔古口

林
で
倫
縫
綾
さ
れ
て
ゐ
た。
亡
の
監
督
指
揮
に
営
っ
て
ゐ
た
の
は
院
尭
民
と
劉
清
で
あ
っ
た。
そ
の
時
交
易
の
事
か
ら
女
直
と
衡
突
し
た。
宣

徳
十
年
五
月
（
甲
成〉
採
捕
治
結
運
根
等
の
事
を
悉
皆
停
止
す
べ
き
勅
命
が
透
東
綿
兵
官
一品
凱・
掌
遼
束
郡
司
都
替
食
事
王
国県・
鎮
守
太
監
王

彦
・
院
尭
民
・
門
副
楊
宣
等
に
下
さ
れ
た。
そ
の
命
に
よ
り
松
花
江
で
浩
船
採
捕
蓮
根
等
に
従
事
し
て
ゐ
た
院
桑
民
・
劉
清
等
が
回
京
せ
ん
と

す
る
途
中
を
女
直
に
襲
撃
さ
れ
八
・
九
百
人
の
士
卒
を
失
っ
た
の
で
そ
の
罪
を
問
は
れ
た
の
で
あ
る。
従
っ
て
院
発
民
は
採
捕
造
船
運
絞
等
監

替
の
震
吉
林
に
波
澄
さ
れ
て
ゐ
た
太
監
で
あ
っ
た
と
思
は
れ、
E
R
に
命
を
受
け
回
京
す
る
と
直
ぐ
四
用
に
下
獄
さ
れ
た
の
で
あ
る
か
ら
鎮
守

遼
東
太
監
に
任
ぜ
ら
れ
た
か
否
か
も
艇
は
し
い。
殊
に
可
怪
し
い
の
は
宣
徳
十
年
正
月
造
船
等
停
止
の
勅
命
を
下
さ
れ
た
職
官
の
中
に
宣
徳
九

イ〆

tt

i；？1＼
も

、

t
！

事



\ ,. 

' } 

い
刊

、

年
三
周
召
還
さ
れ
た
鎮
守

木盛
玉
音
。
名
が
並
ん
で
ゐ
る
事
で
あ
る。
思
ふ
に
王
彦
は
召
還
さ

れた
が
そ
の
後
任
は
未
だ
決
定
せ
予、
吉
林
に

波遣
さ
れ
τ

ゐ
た
院
発
民
が
そ
の
後
に
擬
せ
ら
れ
τ

ゐ
た
の
で
あ
ら
う
か。
或
は
正
統
二
年
分
守
内
臣
設
置
以
前
に
既
に
三
人
の
太
監
が
置
か

れ
て
ゐ
た
の
で
あ
ら
う
か。
併
し
と
に
角
宣
徳
十
年
四
月
に
は
玉
彦
も
院
尭
民
も
鎮
守
遼
東
太
艶
で
な
く、
た
だ
楊
宣
の
み
が
藍
槍
太
監
と
し

て
残
っ
た
も
の
と
思
は
れ
る。
次
に
遼
東
志
の
鎮
守
内
臣
第
三
代
宋
文
毅
の
名
が
賞
録
に
見
え
る
の
は
景
泰
二
年
五
月
が一
初
で
あ
る。
従
っ
て

宣
徳
十
年
四
月
以
降
景
泰
元
年
ま
で
の
十
数
年
聞
は
遼
来
志
の
鎮
守
内
匡
の
僚
に
名
を
列
し
な
い
太
監
が
遼
東
軍
政
の
最
高
機
闘
の
一
党
る
鎮

守
太
監
と
し
て
活
躍
し
て
ゐ
た
事
に
な
る。
是
が
亦
失
格
で
あ
っ
た
の
で
あ
る。
さ
て
亦
失
日山口
の
鎮
守
太
監
在
任
中
の
動
静
に
就
τ

は
割
愛
じ

て
売
を
急
が
ね
ば
友
ら
ぬ。

/" MNM

岬，

亦
失
恰
と
云
ふ
名
は
女
直
人
を
思
は
せ
る。
羅
幅
願
氏
は
会
州
史
料
前
編
中
官
考
に
よ
り
「
亦
失
略
本
庚
西
人」
と
さ
れ
る
が

JE

中
官
考
が

撲
っ
た
主
思
は
れ
る
明
資
銭
の
疋
統
十
四
年
十
二
月
〈
壬
子）
の
僚
に
は
虞
西
人
で
左
く
海
西
人
と
あ
る。
次
に
全
文
を一示
す。

遼
州
百
戸
施
帯
児
見
獲
子
虜u
地
我
虚
賞。
且
敷
矯
虜
使。
張
其
聾
威。
常
設
虜
曾
意
干
鎮
守
太
監
亦
失
瓜官。
銃
而
虜
退。
帯
児
脆
蹄。

巡
按
山
東
御
史
劉
孜
牧
鞠
之。
坐
斬。
孜
因
言。
亦
失
略
本
海
西
人。
虞
犯
庚
寧。
亦
失
格
禁
制
官
軍。
不
使
出
撃。
反
欣
昭
然。
況
在

HH
uυ
 

蓬
久。
牧
養
義
男
家
人。
隠
占
軍
儀
伺
戸。
動
計
百
数。
如
不
早
園。
質
生
還
息。
疏
問。
詔
坐
帯
児
罪。
置
亦
失
培
不
問が

亦
失
格
は
「
本
海
西
人」
即
ち
海
西
女
直
の
出
身
で
あ
っ
た
の
で
あ
る。
と
の
一
語
に
よ
っ
て
亦
失
恰
の
活
躍
は
鮮’
か
な
照
明
を
輿
へ
ら
れ

－

 

る。
乙
の
一
文
は
亦
失
培
に
就
て
色
々
の
事
を
知
ら
せ
て
く
れ
るo
多
数
の
義
男
家
人
を
牧
養
し、
軍
丁
儀
丁
佃
戸
を
隠
占
使
佼
し
て
遼
東
で

犬
き
な
勢
力
を
有
っ
て
ゐ
た
事。
戦
時
中
も
北
方
。
酋
長
が
連
絡
を
と
る
程
克
良
Mmロ
や
女
直
に
謝
し
て
は
に
ら
み
も
利
き
或
は
依
頼
さ
れ
る
存

在
で
あ
っ
た
事。
即
ち
伎
は
明
の
遼
東
鎮
守
太
監
と
し
て
漣
防
や
釣
女
直
策
の
継
機
応
参
宇
る
無
く
て
は
な
ら
ぬ
人
物
で
あ
っ
た
と
共
に
時
に

は
安
直
側
の
代
鵠加
者、
利
益
の
擁
護
者
と
も
な
っ
て
や
る
強
い
結
合
を
女
直
に
有
つ
人
物
で
も
あ
っ
た
の
で
あ
る。
し
か
も
そ
の
重
要
な
佼
割

一

一

一

一

一

大

盤ー
亦

失

暗‘
E

就

て



日

噛悟包

大

壁

亦

失

恰ノ
に

就

て

四

は
彼
が
海
西
女
直
の
出
身
で
あ
る
事
と
密
接
に
関
係
し
て
ゐ
た
の
で
あ
る 。
こ
の
事
は
第一
代
の
鎮
守
太
監
玉
彦
に
就
て
も一五
へ
ょ
う。

さ
て
と
の
時
叛
虜
と
意
を
誼
じ
或
は
出
撃
を
抑
制
し
て
反
赦
昭
然
と
疏
告
さ
れ
た
が
不
聞
に
附
さ
れ
亦
失
恰
は
事
無
き
を
得
た。
併
じ

是ピ

最
後
に
鎮
守
太
監
亦
失
格
の
名
は
賞
録
か
ら
沿
え
る。
所
が
翌
景
泰
元
年
に
な
っ
て
鎮
守
遼
束
太
監
易
信
在
る
名
が一ニ
度
現
れ
る

守そ
の
最
後

の
僚
は
特一
に
興
味
が
深
い。

畠帯

召
鎮
守
遼
東
太
監
易
信
謹
京。
陸
淘
林
前
衛
指
揮
使
李
鱈
震
貴
州
都
指
揮
余
事。
時
建
州
衛
都
替
李
瀦
住
潜
通
胡
虜。
都
替
刺
塔
散
兵
剰

掠。
少
保
乗
兵
部
向
書
干
議。
以
信
精
皆
其
親
黛
世
事
機 。
請
密
魚
医
慮 。
故
有
是
命 。

即
ち
遼
東
鎮
守
太
監
易
信
・

羽川
林
前
衛
指
揮
使
李
鱈
は
李
漏
住・
刺
塔
の
親
黛
で
機
密
を
池
ら
す
を
以
て
易
信
は
遼
東
よ
り

召
還
し
李
絡
は

陸
織
し
て
貴
州
へ
敬
遠
さ
れ
て
ゐ
る
O
で
あ
る 。
二
人
の
申
李
結
が
李
氏
で
あ
る
か
ら
李
満
住
と
関
係
が
あ
り 、
従
っ
て
易
信
が
克
者
衛
都
替

刺
塔
の
親
黛
で
あ
っ
た
主
見
ち
れ
るo
克
者
衡
は
海
西
の
大
衝
で
あ
る
か
ら 、
と
の
太
監
易
信
は
海
西
女
直
の
出
身
で
あ
っ
た
筈
で
あ
るο
遼

東
志
官
師
志
巴
は
鎮
守
．、

分
守
共
に
易
信
な
る
太
監
の
名
は
無
い。
従
っ
て
こ
の
頃
遼
東
鎮
守
太
壁
で
海
図
女
直
出
身
で
あ
る
と
の
易
信
に
相

営
す
る
人
物
は
そ
の
前
年
ま
で
同
じ
地
位
に
在
っ
た
亦
失
略
。
外
に
は
求
め
ら
れ
ぬu
亦
失
格
の
名
は
亦
什
略
・

伊
賀
川山口
・

亦
信
下
と
も
寝
さ

、

時間m

れ
た c
亦
信
下
O
下
が
弱
く

満塁目
さ
れ
消
え
る
と
亦
信
即
ち
易
信
と
な
る。
易
信
が
亦
失
日山口
で
あ
る
事
は
疑
ふ
儀
地
は

な
い。
E
統
半・
四
年
。

末
反
欣
昭
然
と
告
職以

内れ
命
事
無
き
を
得
た
亦
失
恰
は
翌
景
泰
元
信；
猶
遼
東
に
在
っ
て
銃
の
改
良
を
は
か
る
等
じ
て
ゐ
た
が 、
土
木
の
鑓
後
瓦

刺
の
麗
カ
ポ
強
く

女
直
に
及
び 、
や
が
て
海
百
建
州
の
女
直
が
瓦
刺
の
左
翼
と
し
て
議
勤
し
始
め
る
と 、
明
の
中
央
は
女
直
出
身
の
亦
失
恰
を

遼
東
に
置
く
事
を
憂
へ
て
途
に
召
還
の
策
を
と
っ
た
の
で
あ
るo
そ
の
後
任
と
し
て
遼
東
鎮
守
太
監
と
な
っ
た
宋
文
毅
の
名
が
最
泰
二
年
以
降

に
現
れ
る
事
は
先
越
の
通
り
で
あ
る。

亦
失
MP口

が
海
西
克
者
衛
曾
長
の
親
黛
で
あ
り

乍
ら
何
故 、
何
時
か
ら
明
の
内
廷
に
在
っ
た
か
と一広
ふ
事
を一不
す
史
料
は
泣
い。
併
し
洪
武
二

十
八
年
燕
王
様
が
綿
兵
官
周
興
等
を
率
ゐ
て
遼
東
塞
を
出
で ・
周
興
等
は
関
原
よ
り

長
臨
し
て
克
者
女
直
を
討
ち 、
後
の
克
者
衛
指
揮
使
西
陽

',\ 
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酔昨
日

仏官
主
攻
め
て
多
数
の
伴
虜
を
得
た
事
と

そ
れ
は
闘
係
が
あ
る
様
に
思
ふo
乙
の
停
虜
の
中
燕
主
の
側
近
に
待
し
て
官
官
と

な
っ
た
者一
が
相
営
あ

っ
た
の
で
は
な
か
ら
う
か 。
燕
玉
の
招
撫
の
手
は
そ
の
後
是
等
の
伴
虜
を
通
じ
て
女
直
の
問
に
仲
さ
れ 、
特
に
靖
難
の
m伐
に
は
克
良
恰
を
引
い

て
手
足
と
し
た
と
同
じ
く

女
直
に
封
し
て
も
招
撫
徴
兵
を
頻
り
に
行
っ
た
様
で
あ
る。
建
州
女
直
の
各
曾
阿
MP口

出
の
女
が
燕
王
の
後
宮
に

在
っ

住
刊い

た
事 、
先
越
の
鎮
守
太
監
王
彦
が
「
建
州
松
花
江
人 。
園
初
従
征
靖
難」
と
あ
る
義 、
後
軍
都
替
同
知
に
な
っ
た
玉
麟
が
同
じ
く
「
奮
名
麻
子

駐日

帖
木
見 。
建
州
松
花
江
人。
：・・：

倹
上
平
定
内
難」
と
あ
る
事 、
更
に
天
順
三
年
左
順
門
門
正
忽
思
忽 、の

奏
に
「
臣
海
西
女
直
人。
自
洪
武
聞

J

火
事
内
科刊
と
あ
る
事
等
に
よ
れ
ば
女
直
が
多
数
招
撫
さ
れ
靖
難
に
従
軍
し
或
は
燕
王
の
内
廷
に
在
っ
た
専
が
推
察
さ
れ
るぺ
亦
失
恰
の
如
き

も
永
柴
九
年
既
に
奉
使
内
官
と
し
て
奴
児
干
招
撫
寧
を
率
ゐ
る
程
の
信
任
を
成
組
に
得
て
ゐ
た
の
で
あ
る
か
ら 、
早
く

か
ら
そ
の
側
近
広
待
し

恐
ら
く

忽
思
忽
と
同
じ
く
「
自
洪
武
入
事
内
廷」
じ
た
者
の
一
人
で
あ
っ
た
と
思
は
れ
る 。
し
か
も
そ
の
出
身
が
海
西
冗
者
衝
で
あ
る
所
か
ら

見
れ
ば
恐
ち
く

洪
武
二
十
八
年
の
克
者
女
直
征
討
の
際
に
停
虜
に
な
っ
た
酋
長
西
陽
恰
の
一
族一
の
｝
人
で
あ
っ
た
の
で
は
な
か
ら
う
か 。

住
民

亦
失
MP口

が
海
西 、
の
大
衛
克
者
衛
の 、
し
か
も
都
替
刺
塔
の
親
築
で
あ
っ
た
事
が
彼
の
七
回
に
及
ぶ
奉
使
奴
児
干
行
の
重
要
な
資
格
の一
で
あ

っ
た
事
は
今
や
明
か
で
あ
る 。
呼
蘭
河
か
ら
屯
河
附
近
ま
で
の
東
流
秘

情
江
流
域
に
擦
る
克
者
諸
衝
は
交
通
路
の
必
然
的
僚
件
か
ら
松
花
江
下

流
並
に
黒
龍
江
流
域
を
控
制
し 、
或
は
中
園
や
蒙
古
地
方
と
を
仲
絡
す
る
植
要
な
位
置
を
占
め
て
ゐ
る。
故
に
下
流
の
女
直
に
謝
し
て
は
軍
事

的
経
済
的
或
は
文
化
的
に
優
越
し
た

唱
に
立
ち
強
大

量

普
及
ぼ
し
得
るo
亦
失
恰
は
そ
の
克
者

震
の
塵
力
を
背
景
と
し 、
そ
の
保
護

協
力
を
得
る
事
が
出
来
る
人
物
ぜ
が
っ
た
の
で
あ
る 。
亦
失
格
に
関
脇
し
て
奴
児
干
奉
使
行
が
招
撫
工
作
で
あ
る
と
共
に
官
替
貿
易
で
あ
っ
た

事
等
に
就
て
も

越
ぺ
た
い
が 、
紙
撤
の
関
係
で
次
の
機
曾
に
譲
る
事
と
す
る。

語
1

滞
錨
調
査
部
「
漏
測
金
石
志
稿」
第
コ
班
序
言一
策
回
参
照、
本
稿
引
用
碑
記
は
右
志
稿
に
擦
る。

羅
踊
頓
民
「
漏
測
金
石
志」
巻
六

前
記
「
満
洲
金
石
志
稿」
に
操
る。

亦
央
恰の
奴
見
干
奉
使
回
数
に
就
て
は
別
り
論
文
に
詳
細
に
考
究
す
る
の
で
と
ζ
で
は一
々
史
料
主
事
げ
ぬ。

2 3 4 

大
鹿
亦
失
喰

就
て

一

豆



太

藍

亦

失

喰

広

就

て

一

大

「
宜
宗
寅
録
」

宜
徳
九
年
三
月
庚
辰
の

保。

「
英
宗
貫
録
」

宣
徳
十
年
四
刃
辛
百
の
僚
。

羅
踊
蹟
氏
「
漏
測
金
石
志
」

巻
六
奴
見
千
永
寧
寺
碑
解
訟
の
僚
ハ
二
十
枚
表
〉

参
照。

明
史
官
官
博
曹
吉
静
惇
に
附
載
さ
れ
た
亦
失
喰
俸
は
こ
の
事
件
を
説
く
の
hv

官
、

し
か
も
「

本
海
西
入
」

な
る
語
は
省
略
し
て
ゐ
る
o

「
英
宗
貫
録
」

景
泰一
万
年
間
E
用
〈
奏
己
）．

同
四
月
（
発
巳
）、

同
五
月
（
戊
午
）

の
僚
。

部
什
恰
は
「
遼
東
志
」

官
師
志
・

分
守
内
巨
の
僚
。

’

伊
賀
恰
は
「
大
清
一

一統
志
17

・

虚
京
統
部
白
名
宮
劉
孜
惇
o

亦
信
下
は
「
滞
測
金
石
志
稿
」

第
二
珊、

百
十
一一一
昭
勇
婚
軍
桂
源
墓
誌
銘
に
夫
々
見
ゅ
。

和
田
清
博
土
「
明
初
の
満
州
路
臨
」

上
洪
武
官
八
年
の
役

会一
七
九
頁
）

参
照
。

．

「
遼
東
志
」

官
師
志
・

鎮
守
内
匿
の
候
。

「
太
宗
貫
録
」

永
柴
一一
十
年
十
二
月
ハ
庚
午
〉

の
僚
o

e

「
英
宗
賃
録
」

天
順
＝一
年
二
月
ハ
辛
己
〉

の
僚
。

西
陽
恰
曹と
刺
塔
之
の
関
係
は
系
譜
的
に
は
明
か
で
な
い
が、

官
時
の
女
直
譜
衛
の
承
躍
の
例
よ
り
見
て
刺
塔
は
西
陽
恰
の

最
近
親
恐
ら
《
子
姪
で
あ
る

左
見
て
誤
り
な
い
で
あ
ら
う
o

6 7 8 10 9 15 14 13 12 11 


